
京
都
府
は
、
４
月
２
日
以
降
に
新
た
に

７０
歳
に
な
る
人
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
を

１
割
に
軽
減
す
る
、
老
人
医
療
臨
時
特
例

制
度
を
設
け
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

（
老
）
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
登
録
が
ま

だ
の
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

す
で
に
同
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
申
請
は

不
要
で
す
。

対
象
者
＝
昭
和
１９
年
４
月
２
日
～
同
２０

年
３
月
１
日
生
ま
れ
で
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

▼
一
人
暮
ら
し
（
所
得
制
限
あ
り
）

▼
満
６０
歳
以
上
で
構
成
す
る
世
帯
の
人

（
所
得
制
限
あ
り
）

▼
所
得
税
非
課
税
世
帯

対
象
期
間
＝
平
成
２６
年
５
月
か
ら
同
２７

年
３
月
ま
で
の
診
療
分

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
健
康
保
険
証
・

認
め
印

申
請
・
問
合
せ
先
＝
国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
７
４
）

＜ 2＞＜ 3＞ 平成26年（2014年）4月1日平成26年（2014年）4月1日

消防本部では、市火災予防条例
の一部改正に伴う意見を募集（パ
ブリックコメント）します。
改正の内容は、昨年 8月の福知
山花火大会で発生した火災を教訓
に、火気器具の取扱規定の整備や、
屋外で催しを開くときの消火器の
設置・露店開設届出書の提出・責
任者の選任・業務計画の作成を義

務付けます。みなさんの意見をお
待ちしています。
資料閲覧場所＝市ホームペー
ジ・消防本部・消防署北部分署
応募方法＝資料閲覧場所にある
意見募集用紙を持参・郵送または
電子メールで送信してください
しめきり＝ 4月 30 日㈬
応 募・ 問 合 せ 先 ＝ 予 防 課

（〒 610-0393〈住所不要〉、☎
63-7826、メールアドレス yobo@
kyotanabe.jp）

市は、京田辺市国民健康保険（国保）・
後期高齢者医療の加入者に「外来（半日）
人間ドック」「脳ドック」「併用（人間・脳）
ドック」の受診費用を助成しています。
【対象者】
国民健康保険＝国保税を滞納していな
い世帯で、次のすべてに該当する人▼ 5
月 7日現在、30 歳以上 75 歳未満（昭和
14 年 5 月 8 日以降生まれ）で、市国保
に 1 年以上継続して加入している▼入
院・妊娠していない
後期高齢者医療＝後期高齢者医療保険
料を滞納していない、次のすべてに該当
する人▼ 5 月 7 日現在、市後期高齢者
医療に加入している▼入院していない
【健診機関・内容】
左表のとおり
【申請方法】
市から郵送する申請はがきを返送する
か、国保医療課で申請してください
【申請期限】
5 月 7 日㈬（当日消印有効）
【申請・問合せ先】
国 保 医 療 課（ ☎ 64-1332、 ☎ 64-
1374）

市は、軽・中度の難聴児に対して補
聴器購入費の一部を助成する子どもの
聞こえ支援事業をスタートします。
【対象者】
18 歳未満で次のすべての要件を満
たす難聴児
▼市に住民登録をしている
▼身体障害者手帳（聴覚）の対象で
ない
▼ほかに補聴器の助成を受けていな
い
なお、所得制限があります。
【対象の補聴器（片耳分）】
高度難聴用ポケット型補聴器・耳か
け型補聴器・そのほか医師が認めた補
聴器
医師が認めた場合は、両耳分も対象
となります。
【助成費用】
補聴器購入費用の3分の2。購入費は、
市が定める基準額が上限となります
市民税非課税世帯は全額助成しま
す。
【申請方法】
補聴器を購入する前
に申請書を書いて、指
定の医師意見書・補聴
器の見積書を添えて申
請してください
【申請・問合せ先】
障害福祉課（☎ 64-
1372）

田
辺
警
察
署
と
市
は
、
６０
歳
か
ら
の
安
全
運

転
講
座
を
開
き
ま
す
。

高
齢
者
に
よ
る
交
通
事
故
が
増
え
て
い
ま

す
。
安
全
運
転
を
続
け
る
た
め
に
、
年
齢
と
と

も
に
変
化
す
る
視
力
・
体
力
・
判
断
力
な
ど
に

合
わ
せ
た
運
転
方
法
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。

日
に
ち
＝
４
月
９
日
㈬

時
間
＝
午
前
１０
時
～
正
午

場
所
＝
山
城
田
辺
自
動
車
学
校

対
象
＝
６０
歳
以
上
で
普
通
自
動
車
運
転
免
許

を
持
っ
て
い
る
人

内
容
＝
▼
安
全
運
転
の
こ
つ
や
自
己
流
運
転

見
直
し
の
講
習
▼
教
習
所
内
の
コ
ー
ス
で
実
車

を
使
っ
た
運
転
練
習

定
員
＝
２０
人

申
込
方
法
＝
は
が
き
か
電
話
で
、「
運
転
講

座
受
講
希
望
」・
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
・

年
齢
を
田
辺
警
察
署
（
〒
６
１
０
・
０
３
３
２

京
田
辺
市
興
戸
小
モ
詰
１
、
☎
６３
・
０
１
１
０
）

に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

し
め
き
り
＝
４
月
７
日
㈪
（
必
着
）

問
合
せ
先
＝
▼
田
辺
警
察
署
交
通
課
（
☎

６３
・
０
１
１
０
）
▼
計
画
交
通
課
（
☎
６３
・

１
２
１
９
）

加齢による身体能力の低下が原因
で、ハンドル・ブレーキ操作が遅れ
交通事故を起こすケースが増えてい

ます。「自分は大丈夫」
と思わず、安全運転講座
を受講して自分の運転
をチェックしましょう。
また、運転時は早めの
ライト点灯や適切な速
度での走行を心掛けて
ください。

大住
小学校

「八小路」バス停

●

●JA
●

富野荘八幡線

月読神社

大
住
保
育
園

虚
空
蔵
谷
川

虚空蔵谷川
ソメイヨシノやオオ
シマザクラなどが約
700m 並びます。

アクセス＝京阪バ
ス「八小路」下車徒
歩 3分

馬坂川・防賀川
市の中心部を流れる川の両側がピンク一色に
染まります。

馬坂川

防賀川

アクセス＝▼馬坂川
…近鉄新田辺駅から徒
歩 4分▼防賀川…同駅
から徒歩 6分

大御堂観音寺
桜と菜の花の見事な
コントラストが目前に
広がります。

アクセス＝奈良交
通バス「普賢寺」下
車徒歩 3分

◎駐輪場利用料金
JR 三山木駅前駐輪場・JR京田辺
駅前駐輪場の料金を、下表のとおり
変更します。新田辺駅東駐輪場は、
4 月 26 日㈯（5 月分定期券）から
です。
一時利用料金は変わりません。
問合せ先＝ JR三山木駅前駐輪場

（☎ 68-1113）・JR 京田辺駅前駐輪
場（☎ 65-1224）・新田辺駅東駐輪
場（☎ 63-7878）・計画交通課（☎
63-1219）

◎水道料金・下水道使用料
【変更時期】
偶数月検針・奇数月請求の
地区＝ 6月検針・7月請求分
から
奇数月検針・偶数月請求の
地区＝ 7月検針・8月請求分
から
なお、4月 1日以降に使用
を開始した場合は、初回請求
分から改定後の税率を適用し
ます。
【問合せ先】
経営管理室（☎ 62-0414）

消費税率の変更に伴う、公
共料金の取り扱いは次のとお
りです。なお、そのほかの料
金は変わりません。

3月に国保加入者へ郵送しました案内「平成 26 年度京田辺市国民健康保険人間ドッ
ク等の実施について」の中で、申込用はがきの記入方法欄にある補助金交付申請額が
「46,080 円」となっていますが「48,320 円」の誤りでした。訂正してお詫びします。

４
月
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
な
ど
の
各
種
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
７０
～
７４
歳
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
下
表

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

７０
～
７４
歳
の
窓
口
負
担
は
法
律
で
は
２
割
で
す
が
、

特
例
措
置
に
よ
り
こ
れ
ま
で
１
割
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

今
後
、
よ
り
公
平
な
仕
組
み
と
す
る
た
め
、
４
月
２
日
以

降
に
７０
歳
に
な
る
人
か
ら
２
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

▼
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
＝
国
保
医
療
課
（
☎
６４
・

１
３
３
２
）
▼
国
民
健
康
保
険
以
外
の
加
入
者
＝
各
保
険

証
の
発
行
元
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い


